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令和 8年１月 15日 

令和７年度  八尾市総合防災訓練を実施します 

～地区防災計画に基づく実災害を見据えた行動と対処の実践～ 
 

八尾市総合防災訓練は、当市の総合的な防災訓練として、平成７年度から地域住民・防災関係機

関・行政機関が一体となる実働型訓練や、災害対策本部運営訓練を継続的に実施してまいりました。 

今年度の本訓練については、地域の自発的な防災活動に関する「地区防災計画」の検証を軸に、

市及び地域が連携して実施することとし、体制を強化するとともに、市民の防災意識の啓発により

災害対応力を向上させ、防災体制の確立を図ることを目的とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．訓練日時・場所 

日時：令和８年１月 25日（日）午前９時から正午まで 

場所：八尾市立刑部小学校（八尾市刑部 3丁目 29番地の 1） 

 

２．参加機関 

・八尾市  

・八尾市刑部小学校区まちづくり協議会 

・陸上自衛隊伊丹駐屯地 第 36普通科連隊 第２中隊 

・総務省近畿総合通信局 

・大阪広域水道企業団 

・トヨタ自動車（防災協定事業所等） 

・NPO法人Q ねっと関西（防災協定事業所等） 

・阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 

 

 

 

 

報道提供資料 
PRESS RELEASE 

地区防災計画とは 

地域が主体となって、地域の特性や 

災害リスクなどを踏まえて策定する

「自分たちの地域の防災計画」 

八尾市では小学校区単位で「避難所

運営マニュアル」を中心とした「安否

確認」「避難経路」を盛り込んだ計画の

策定を推進しています。 
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３．総合防災訓練の内容 

  避難行動及び避難所の開設・運営の一連の流れの中で以下の項目を実施します。 

① 職員参集・安否確認応答訓練（災害時職員連絡体制強化システム）※事前に実施 

② 現地災害対策本部設置訓練 

③ 八尾市による臨時災害放送局開設訓練（八尾市役所で実施） 

④ 八尾市による災害情報伝達訓練  

⑤ 八尾市による物資輸送訓練（図上） 

⑥ 地域住民による避難訓練 

⑦ 八尾市による避難所開設と地域住民による運営訓練 

⑧ 地域住民による炊き出し訓練 

⑨ 災害対策機材等展示 ※訓練中、運動場で展示を実施 

 

４．訓練取材エリアについて 

八尾市立刑部小学校（体育館・運動場） 

※個人が特定される写真及び動画の撮影はご遠慮下さい（許可された場合を除く。） 

 

５．訓練の中止について 

   以下に該当する場合、当日午前５時に中止判断をします。 

     なお、中止の場合は市ホームページにて午前６時に周知します。 

・八尾市内で震度３以上の地震を観測した時 

・八尾市内で特別警報及び警報(大雨/洪水/暴風/大雪)が発表された場合及び予測される時 

・その他、訓練事務局が必要と認めた場合 

 

６．訓練会場へのアクセス 

   訓練会場へは車の乗り入れはできません。 

   自転車やバイクは、刑部小学校の西側にある八尾木北第２公園（刑部公園）の駐輪場に停め

てください。 

 

 

    ※取材にお越しいただける場合は、１月 22日（木）までに下記担当者へご連絡ください。 

【本件に関するお問い合わせ】 

八尾市 危機管理課   

住所：八尾市本町一丁目１番１号   電話：０７２－９２４－９８７０ 


